
  令和７年７月１日 

お 知 ら せ 

課名 
岡山県産業労働部 

労働雇用政策課 

担当 雇用対策班 塩瀬・竹森 

内線 5251・5252 

直通 086-226-7391 

 

企業向けに「外国人材受入支援セミナー ＋ 個別相談会」を開催します！ 
 

 
県内企業における外国人材の適正で円滑な受入れを支援するため、外国人材を雇用する

ための基礎知識である受入れに必要な法的手続き等に関する無料セミナーと個別相談会を

次のとおり開催しますので、お知らせします｡ 

なお、本件は、県政記者クラブと経済金融記者クラブに同時にお知らせしています。 
 

記 

１ 開催概要 

（1）日 時  令和７年８月２８日（木）１３:３０～１６:００（受付１３：００～） 

（2）会 場  ピュアリティまきび ２階 白鳥（岡山市北区下石井2-6-41） 

（3）方 式  会場・オンライン（Zoomウェビナー）併用 

（4）主 催  岡山県（委託先：(公財)岡山県産業振興財団） 

（5）共 催  岡山労働局 

（6）内 容 
 

①  講演（13:35～）「外国人材を雇用するための基礎知識」 

(内容) 改めて知っておきたい在留資格の手続き等 

(講師) グラスルーツ行政書士事務所 代表 田口
た ぐ ち

 順一
じゅんいち

 氏 
 

② 個別相談（15:15～） 

受入れ体制や各種手続など、外国人材受入れに関する個別相談（講師及び岡山労働 

局）を会場で３ターン実施（各１５分） 
 

２ 募集概要 

（1）対 象   外国人材(外国人技能実習生、特定技能、高度外国人材)の雇用を考えてい

る、又は改めて外国人材を採用する際の手続き等を確認したい県内企業等 

（2）定員等  【セミナー】会場４０名（先着順）＋オンライン定員なし 

       【個別相談】６社まで（会場のみ・先着順・事前予約制） 

（3）参加費   無料 

（4）申込方法  (公財)岡山県産業振興財団ＨＰ内の申込フォームから申込み 

https://www.optic.or.jp/event/event_detail/index/3632.html 

（5）申込期限 令和７年８月２１日（木） 

（6）問合せ先 (公財)岡山県産業振興財団 総務部 総務企画課 岡部・横山 

電 話：０８６-２８６-９６６１ ＦＡＸ：０８６-２８６-９６６２ 

メール：ryuugakusei@optic.or.jp 



参加費

無料

「外国人材を雇用するための基礎知識」

～改めて知っておきたい在留資格の手続き～

（主催）岡山県 （委託先：(公財)岡山県産業振興財団）
（共催）岡山労働局

企業向け

外国人材受入セミナー
＋ 無料相談会

セミナーテーマ

令和７年８月28日（木）

13:30 ▸ 15:05 セミナー

ピュアリティまきび

２階 白鳥（岡山市北区下石井2-6-41）

※無料駐車場あり

※本セミナーはオンライン（ZoomWebiner）

でもご参加いただけます。

ハイブリッド

開催

県内企業の
人事総務担当者、経営者

（おすすめ）
・留学生等の外国人材の雇用をお考えの方
・改めて、外国人材を採用する際の
手続きを確認したい方

日時 対象

会場

グラスルーツ行政書士事務所

代表 田口 順一 氏

・県内企業への支援事例多数
・外国人材を雇用する際の
在留資格変更手続きを支援

講師

会場定員

40名

15:15 ▸ 16:00 個別相談会
※個別相談会は希望者のみ事前予約制で実施します。

ryuugakusei@optic.or.jp086-286-9661

(公財)岡山県産業振興財団 総務部総務企画課

お問合せ



セミナー（ハイブリッド開催）

13:00 受付

13:30 開会・挨拶

13:35 セミナー

「外国人材を雇用するための基礎知識」

～改めて知っておきたい在留資格の手続き～

講師：グラスルーツ行政書士事務所 代表 田口 順一 氏

15:05 終了

個別相談会（会場のみ）

※事前予約制（先着６社）

※相談時間：１社あたり15分間

※応対者：田口行政書士 または 岡山労働局

15:15 個別相談１組目

15:30 個別相談２組目

15:45 個別相談３組目

16:00 終了

相談

無料

●プログラム●

お申込み

以下の申込フォームに必要事項をご記入ください。

https://www.optic.or.jp/event/event_detail/index/3632.html

（注意事項）

・申込時の個人情報は、セミナー運営の目的のみに使用させていただきます。

・個別相談をご希望の方には、事前に簡単なヒアリングを行う場合がございます。

期限：令和７年８月21日（木）

スマートフォンの
方はこちら


